
③遊休財産額（すなわち、使途の定まらない蓄積した財産額）が、公益目的事業を行うのに必

要な１年分の額を超えないこと。 

 

遊休財産は、令和 6年度末で 395,833,984 円で、公益目的事業の経常費用 404,843,954 円

を超えないため、基準を満たしています。 
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